
中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ設置助成要綱 

（目的）  

第１条 この要綱は、大阪市中央区内の街頭における犯罪及び子どもに対する犯罪（以下「街頭におけ

る犯罪等」という。）の発生を抑止し、安全安心のまちづくりに寄与するため、大阪市中央区地域の

安全安心見守り防犯カメラ（以下「防犯カメラ」という。）の設置助成に関し必要な事項を定める。 

 

（定義）  

第２条  この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 防犯カメラとは、大阪市中央区役所（以下「区役所」という）が購入及び設置するものであ

って、街頭における犯罪等の発生が懸念される箇所に設置する防犯カメラ（電源装置、防犯カメラを

設置していることを記載した看板、取り付けに必要な金具等を含む。）で、画像を撮影し記録するた

めの設備一式をいう。 

（２） 防犯カメラ管理責任者とは、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ及び

画像データを適正に管理し、画像データの漏えい、流出等の防止、その他の安全管理のために必要な

措置を講じる責務を負う者をいう。 

（３） 防犯カメラ取扱者とは、防犯カメラの管理及び運用に関し、防犯カメラ管理責任者を補佐す

るものであり、防犯カメラの機器の操作や画像データの確認を行うことのできる者をいう。 

 

（設置助成対象） 

第３条 防犯カメラの設置助成を受けることができる大阪市中央区内の団体は、次の各号のいずれか

に該当する団体とする。 

（１） 地域活動協議会 

（２） 地域振興会を構成する団体 

（３） ＰＴＡ協議会を構成する団体 

（４） 防犯ボランティア活動団体に登録している団体 

（５） その他中央区長（以下「区長」という）が特に認める団体 

 

（設置助成する防犯カメラ）  

第４条 区役所が設置助成する防犯カメラ及びその設置助成台数は、区役所の予算の範囲内で決定する

ものとする。 

 

（設置助成した防犯カメラの維持管理等） 

第５条 防犯カメラの維持管理については、防犯カメラの設置助成を受けた団体（以下「助成団体」

という。）が適切に実施するものとし、防犯カメラの維持管理及び修理並びに画像データの管理等に

要する費用は、助成団体の負担とする。 

２ 助成団体が防犯カメラの維持、管理、修理等を怠ったことによる防犯カメラの不具合の責又は第

三者への損害の責は助成団体が負うものとし、区役所は、その責を負わないものとする。 



３ 防犯カメラの画像データにつき、法令、本要綱及び別途定める中央区防犯カメラ管理規程（以下、

「管理規程」という。）に従わない等、不適切な管理又は取扱いを行ったことにより第三者に損害を

与えた場合は、助成団体がその責を負うものとし、区役所は、その責を負わないものとする。 

 

（防犯カメラ設置助成の申請等） 

第６条 防犯カメラの設置助成を申請する団体（以下「申請団体」という。）は、防犯カメラ設置助

成申請書（様式第１号）を区長が定める期限までに、区長に提出しなければならない。 

 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要ないと認め

るときには、これらの書類の添付を省略することができる。 

（１）申請団体の概要（定款、規約、会則、会員名簿等） 

（２）防犯カメラ設置箇所位置図 

（３）防犯カメラ管理責任者及び取扱者届出書（様式第２号） 

（４）中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ設置助成要綱及び中央区防犯カメラ管理規程を遵守す

る旨の宣誓書（様式第３号） 

（５）防犯カメラ設置場所の所有者（所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場

合にあっては、当該使用する権利を有する者を含み、当該設置場所が道路等の公共施設である場合に

あっては、当該公共施設の管理者をいう。）の同意書（様式第４号） 

（６）防犯カメラを設置することについて、道路交通法（昭和35年法律第105号）その他の法令に基づ

く許可等が必要である場合にあっては、当該許可証の写し 

（７）その他区長が必要と認めるもの 

 

（防犯カメラ設置助成及び引渡しの決定及び通知） 

第７条 区長、前条第１項の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類の審査及び現地調査

等（以下「審査等」という。）を行い、防犯カメラを設置助成すべきものと決定したときは、設置工

事が完了した後引渡すこととし、申請団体に対して、防犯カメラ設置助成及び引渡し決定通知書（様

式第５号）を交付する。 

 

２ 区長は、必要があると認めるときは、防犯カメラの設置に関し、設置箇所を管轄する警察署長に

意見を求めるものとする。 

 

３ 区長は、審査等の結果、防犯カメラを設置助成することが不適当であると認めたときは、申請団

体に対して、理由を付して防犯カメラ不設置決定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

 

（設置助成決定除外） 

第８条区長は、申請者又はその役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、設置助成決定を行わな

いものとする。  

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条第６号に規定す

る暴力団員  



（２）大阪市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者  

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる

と認められる又はおそれがあると認められる場合  

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 申請団体は、第７条第１項の通知書を受領した場合において、次のいずれかに該当するもの

として申請を取り下げようとするときは、防犯カメラ設置助成申請取下書（様式第７号）により申請

の取下げを行うことができる。 

（１） 構造上防犯カメラを設置することが困難であることが判明したとき 

（２） 助成団体が解散することとなったとき 

（３） 前２号に掲げるもののほか、防犯カメラの管理等を行うことができなくなったとき 

 

（防犯カメラの用途の制限） 

第１０条 設置助成された防犯カメラは、管理規程に従い、管理規程以外の目的に使用してはならな

い。 

 

（防犯カメラ設置助成の決定の取消し及び返還） 

第１１条 区長は、第７条第１項の規定により防犯カメラの設置助成の決定に関する通知をした後、

次の各号のいずれかに該当する場合においては、助成団体に対して、防犯カメラの設置助成の決定を

取り消し、既に設置助成した防犯カメラがある場合にあっては、当該防犯カメラ又はその設置に要し

た費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（１） 助成団体が、申請書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合 

（２） 助成団体が解散した場合 

（３） 助成団体が、設置助成された防犯カメラを本要綱及び管理規程に反する使用をした場合 

（４） 設置助成決定後の事情変更により特別の必要が生じた場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、その活動が助成団体として不適当であると区長が認める場合 

 

２ 前項の規定により決定の取消しを行った場合は、区長は、防犯カメラ設置助成決定取消・返還通

知書（様式第８号）により助成団体に通知するものとする。 

 

３ 助成団体が前項の通知書を受領した場合は、遅滞なく防犯カメラを区長に引き渡さなければなら

ない。 

 

４ 第2項の規定により通知書を受領した助成団体は、原状回復を行なわなければならない。 

（防犯カメラの管理責任者及び取扱者の変更） 

 

第１２条 助成団体は、防犯カメラの管理責任者又は取扱者に変更があった場合は、防犯カメラ管理

責任者・取扱者変更届出書（様式第９号）を区長に提出しなければならない。 



（設置助成の変更等） 

第１３条 助成団体は、助成の内容等の変更を行おうとする場合は、防犯カメラ設置助成変更承認申

請書（様式第10号）を区長に提出しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第１４条 区長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を期するために必要があると認めたときは、助

成団体に対して報告を求め、又は承諾を得た上で職員に助成団体の事務所に立ち入り、帳簿書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（財産の管理及び処分の制限等） 

第１５条 助成団体は、防犯カメラの設置助成を受けた日から起算して少なくとも６年間は、この要

綱及び管理規程の目的に基づき防犯カメラを適切に維持管理しなければならない。 

 

２ 助成団体は、区長の承認を受けないで、この要綱及び管理規程の目的に反して防犯カメラを使用、

譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。 

 

３ 区長は、助成団体が前２項に違反した場合は、防犯カメラの設置に要した費用の返還を求めるこ

とができる。 

 

（補足） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

附則 

 

（施行期日） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年３月 27 日から施行する。 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年１月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


